
 

 

平成２９年度石川ブランド製品の認定にかかる 

公募開始等について 

 

１．概 要 

県内の中小企業者等が開発又は改良した製品のうち、新規性や技術の独自性等

において優秀で、ブランド化できる可能性が高いと認められる製品を「石川ブラ

ンド製品」として認定し、当該製品のブランド化のための戦略的な支援を行うこ

とで、価格競争に巻き込まれない差別化された製品づくりとブランド戦略の策定

を促進し、もって県内モノづくり産業の更なる競争力強化を図る。 

 

２．認定の対象 

  県内中小企業者等が、概ね１年以内に販売した新製品、又は概ね１年以内に

製品の改良を行い販売した製品で、以下のいずれかの部門に該当するもの。 

  （１）機械 （２）情報 （３）繊維その他産業材 

  （４）食品 （５）伝統的工芸品・生活雑貨・インテリア等 

 

３．認定の称号 

  新規性や技術の独自性等が優秀で、ブランド化できる可能性が高い製品であ

ると認められる製品を、石川ブランド製品として以下のとおり認定する。 

■「プレミアム石川ブランド」（最優秀賞）………  １件／部門 

■「グッド石川ブランド」  （優秀賞）  … 最大３件／部門 

 

４．支 援 

（１）ブランディング等の著名専門家によるフォローアップ支援 

（２）シンボルマークの付与 

（３）公益財団法人石川県産業創出支援機構（ＩＳＩＣＯ）の販路開拓アドバ 

イザーによる販路開拓支援 

（４）県・ＩＳＩＣＯのホームページ、広報物での紹介等 

※「プレミアム石川ブランド」に認定された場合のみ 

認定製品のブランド化に係る経費（改良、販売促進等）の補助 

補助限度額：４００千円  補助率：２／３ 

 

５．募集期間 

平成２９年４月１０日（月）～平成２９年５月３１日（水）【１７：００必着】 

※募集要領・申請書類ダウンロード先 

 http://www.pref.ishikawa.lg.jp/syoko/ishibura/index.html 

 

６．応募・問合せ先 

  石川県商工労働部産業政策課 競争力強化推進グループ 

  〒９２０－８５８０ 石川県金沢市鞍月１丁目１番地 

ＴＥＬ：０７６－２２５－１５１２ ＦＡＸ：０７６－２２５－１５１４ 

平成２９年４月１０日 

産 業 政 策 課 
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